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税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ（第29回）

消費税の新たな仕組み「軽減税率」で経理処理に変化

2018.08.28

2019年10月1日から消費税が10％に引き上げられる見通しです。同時に、日本で初めて消費税の税率が複数となる「軽減
税率制度」が導入されます。消費税の引き上げと軽減税率制度の導入は、当初、2015年10月に行われる予定でした。しか
し、平成27年度税制改正により2017年4月予定に延期。2016年11月の臨時国会により、さらなる延期を経て、2019年10月1
日に実施されることになっています。

時期の再延期が話題になったことで、軽減税率制度によって経理処理が複雑になることについては、ある程度認識してい
る人も多いのではないでしょうか。ただ、制度導入まであと約1年ありません。経理処理にどのような影響があるのか、今のう
ちからポイントを押さえておきましょう。

本連載記事では、数回に分けて消費税の新制度について解説する予定です。まず、今回は軽減税率制度の概要のほか、
それと密接に関わる「区分記載請求書等保存方式」「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」の概要を確認し、それらの
導入スケジュールについても紹介します。

軽減税率制度で仕入税額控除が変わる

軽減税率制度とは、食料品や新聞など、あらかじめ定められた対象品目の税率が低く抑えられる制度です。政府が消費税
を10％へ引き上げるに当たって、低所得者に配慮するという観点から導入されました。引き上げ後の消費税率は10％（消
費税率7.8％、地方消費税率2.2％）に対して、軽減税率は8％（消費税率6.24％、地方消費税率1.76％）となります。

今回導入される軽減税率制度により、複数の消費税率（複数税率）が混在する状況になります。日本に消費税が初めて導
入された1989年4月から税率は1つのみだったため、消費税に関する帳票、帳簿などへの必要記載事項の注意点といえば
、課税商品と非課税商品の区分くらいでした。しかし複数税率が適用されれば、区分が複雑になるので経理処理の実務に
大きな影響を及ぼします。

特に複雑になるのは、事業者が国に納税する消費税額を計算するために必要な「仕入税額控除」の経理処理です。事業
者が納税する消費税額の計算は、売り上げで受け取った消費税額から、事業に必要な原料などの仕入れで支払った消費
税額を差し引くという控除が行われています。現時点での税率は1つなので、請求書の記載や帳簿への記帳は、前述の課
税商品と非課税商品の区分のみです。

しかし複数税率になると、さまざまな材料を仕入れている取引先の請求書において課税、非課税だけでなく、軽減税率の
対象品を区分しなくてはなりません。このように日ごろから使用している請求書や領収書、会計帳簿の品目を、税率ごとでも
区分する必要が出てくるのです。

軽減税率制度によって複雑となる経理処理を軽減するために、請求書の新たな記載方式として区分記載請求書等保存方
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式が、2019年10月1日の新制度と同時に導入されます。現在の仕入税額控除の対象となる請求書は、発行者名称、取引
年月日、取引内容などが必要記載事項です。区分記載請求書等保存方式では、それらに加えて「軽減税率対象品目であ
る旨」を※印などで明記する、「税率区分ごとの合計請求額」を記載することが義務付けられます。税率区分ごとの合計請
求額とは、取引合計金額の下などに10％対象と8％対象で区分した税込みの合計金額をそれぞれ記載することです。この
ように請求書の記載方式を制度化することで、受け取った側の経理処理にかかる負担が軽減されます。

また、請求書の変更や経理処理の区分などの対応準備が負担となる中小事業者などに対しては、特例が用意されていま
す。特例の詳細は次回以降で詳しく触れますが、簡便な計算方法でも仕入税額控除が認められるというものです。

区分記載請求書等保存方式の後に導入される制度… 続きを読む
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